
叡
尊
と
そ
の
教
団
に
つ
い
て
は
、
近
年
多
く
の
見
解
が
示
さ
れ
つ

つ
あ
る
。
戒
律
興
隆
運
動
・
祈
祷
に
よ
る
鎮
護
国
家
・
寺
社
修
造
な

ど
の
諸
活
動
に
叡
尊
教
団
の
政
治
的
性
格
を
み
る
も
の
や
、
非
人
救

済
・
授
戒
活
動
・
光
明
真
言
な
ど
に
み
え
る
民
衆
救
済
活
動
を
高
く

評
価
す
る
も
の
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
視
点
の
成

（
１
）

果
は
、
平
雅
行
・
松
尾
剛
次
両
氏
の
論
に
み
て
と
れ
る
。
寺
院
史
研

究
の
立
場
か
ら
の
大
石
雅
章
氏
ら
の
成
果
も
、
叡
尊
教
団
が
根
拠
地

（
２
）

と
し
た
西
大
寺
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
る
。
叡
尊
教
団
は
、
中
世
仏

教
史
な
い
し
仏
教
思
想
史
の
領
域
で
最
も
盛
ん
に
論
議
さ
れ
て
い
る

は
じ
め
に

叡
尊
教
団
の
変
化
Ｉ
寺
領
の
集
積
過
程
か
ら
み
た
中
世
西
大
寺
Ｉ

テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ず
れ
も
叡
尊
教
団
の
多
様
な
活
動
を
活
写
し

て
お
り
、
貴
重
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
だ
が
、
叡
尊
教
団
の
活
動

の
幅
広
さ
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
教
団
の
イ
メ
ー
ジ
が
結
び

に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
傾
向
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
研
究
史
的

に
は
、
分
裂
し
た
教
団
像
の
再
構
成
が
求
め
ら
れ
る
段
階
に
至
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
叡
尊
教
団
の
総
体
的
理
解
を
め
ざ
し

て
い
る
が
、
そ
の
際
最
も
重
要
な
の
は
、
多
様
な
展
開
を
と
げ
た
教

団
の
時
期
的
変
化
を
つ
か
み
、
個
別
の
活
動
を
教
団
自
体
の
変
化
の

過
程
の
中
で
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

吉
原
健
雄
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本
稿
が
時
期
的
変
化
を
あ
と
づ
け
る
軸
と
す
る
の
は
、
教
団
の
経

済
基
盤
を
示
す
寺
領
の
集
積
過
程
で
あ
る
。
従
来
の
理
解
で
は
、
叡

尊
教
団
な
い
し
西
大
寺
の
主
要
な
経
済
基
盤
は
寺
領
Ⅱ
土
地
で
は
な

く
金
銭
に
あ
る
と
す
る
解
釈
が
主
流
で
あ
っ
た
。
上
田
さ
ち
子
・
大

石
雅
章
氏
ら
は
、
勧
進
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
金
銭
に
よ
る
運
営
が

な
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
し
、
土
地
は
経
済
基
盤
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
、

（
３
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
寺
領
研
究
は
西
大
寺
理
解
の
上
で
重
要
性
が
低

い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
金
銭
収
入
の
重
要
性

は
推
測
で
き
る
と
は
い
え
、
関
連
史
料
が
少
な
い
た
め
考
察
が
断
片

的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
収
入
や
支
持
者
・
目
的
等
を
再
構
成
し
に
く

い
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
一
方
、
寺
領
寄
進
の
特
質
を
み
る
研
究
は
、

『
西
大
寺
三
宝
領
田
園
目
録
』
と
い
う
史
料
を
用
い
て
進
め
ら
れ
て

い
る
。
追
塩
千
尋
氏
は
、
寺
領
の
所
在
地
と
叡
尊
の
行
動
半
径
と
が

一
致
す
る
と
し
、
叡
尊
は
寺
領
の
維
持
可
能
性
を
重
視
し
て
運
営
基

（
４
）

盤
の
整
備
を
め
ざ
し
た
と
す
る
。
綾
村
宏
氏
は
、
追
塩
氏
と
同
様
に

地
域
的
分
布
を
あ
と
づ
け
る
ほ
か
、
寺
領
集
積
の
過
程
に
着
目
し
、

（
５
）

寄
進
規
模
の
拡
大
や
光
明
真
言
会
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま

た
、
英
文
で
あ
り
掲
載
誌
が
目
に
つ
き
に
く
い
た
め
か
ほ
と
ん
ど
参

照
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
井
上
光
貞
氏
に
よ
る
寄
進
者
と
寄
進
規

一
寺
領
の
集
積
過
程
と
そ
の
特
徴

（
６
）

模
に
か
か
わ
る
成
果
は
、
も
っ
と
も
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
。

寺
領
研
究
で
は
、
地
域
的
分
布
や
寄
進
規
模
・
光
明
真
言
会
と
の

関
連
が
言
及
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
時
期
的
変
化
や
多
様
な
活
動
と

の
関
連
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
な
ど
、
未

解
明
の
ポ
イ
ン
ト
が
残
っ
て
い
る
。
今
回
の
寺
領
寄
進
の
検
討
を
通

じ
て
、
よ
り
詳
細
で
具
体
的
な
教
団
の
変
化
の
過
程
を
描
く
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
。

本
稿
は
、
ま
ず
寺
領
寄
進
の
対
象
・
目
的
、
お
よ
び
寄
進
地
の
地

理
的
分
布
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
に
か
か
わ
る
時
期
区
分
を
試
み

る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
さ
ら
に
、
寄
進
状
況
が
示
唆
す
る
叡
尊
教

団
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
、
叡
尊
教
団
の
特
徴
と
さ
れ
て
き
た
政

治
権
力
と
の
密
着
と
い
う
評
価
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
と
背
景
に
つ

い
て
も
考
察
す
る
。

お
も
に
史
料
と
す
る
の
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
『
西
大
寺
三
宝
領
田

園
目
録
』
（
以
下
、
『
田
園
目
録
』
と
略
睡
で
あ
る
。
本
書
は
、
叡
尊

の
弟
子
鏡
恵
が
編
集
し
た
、
教
団
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
の
目
録
で
あ

り
、
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
に
最
終
的
に
現
在
の
形
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。
寄
進
一
件
ご
と
に
、
原
則
と
し
て
所
在
地
、
面
積
、
年

月
日
、
寄
進
者
、
目
的
・
対
象
、
収
益
の
六
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い

る
（
面
積
、
目
的
・
対
象
、
収
益
は
記
さ
れ
な
い
事
例
も
多
い
）
。
記
録
さ
れ

た
寄
進
は
、
天
福
二
年
（
一
二
三
四
か
ら
永
仁
六
年
（
二
一
九
八
）

の
六
五
年
間
に
わ
た
り
、
件
数
は
二
五
八
件
、
目
的
・
対
象
は
の
べ

8〕 叡尊教団の変化



①
第
一
期

天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
か
ら
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
に
い
た
る

こ
の
時
期
は
、
叡
尊
ら
律
僧
集
団
の
西
大
寺
に
お
け
る
発
足
期
で
あ

る
。
叡
尊
の
自
伝
『
金
剛
仏
子
叡
尊
感
身
学
正
記
』
（
以
下
、
『
感
身
学

正
記
』
と
略
称
す
る
）
に
よ
れ
ば
、
叡
尊
は
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
冬

に
西
大
寺
に
入
っ
て
い
る
。

冬
比
。
依
二
尊
円
上
人
〈
松
春
房
〉
勧
進
一
。
於
二
西
大
寺
宝
塔

院
一
。
安
ゴ
置
六
口
持
斎
之
人
一
。
可
し
令
し
修
二
三
密
行
一
之
由
風

聞
。
価
参
二
東
大
寺
戒
善
院
一
。
謁
二
彼
上
人
一
。
述
二
自
意
趣
一
。

（
８
）

随
喜
領
状
。
（
＊
史
料
中
の
〈
〉
内
は
割
註
）

叡
尊
は
松
春
房
尊
円
が
設
置
し
た
西
大
寺
宝
塔
院
持
斎
僧
に
参
加
す

る
形
で
西
大
寺
に
入
っ
た
。
尊
円
に
よ
る
持
斎
僧
設
置
の
勧
進
に
つ

二
六
五
件
、
寄
進
地
は
四
○
二
ヶ
所
と
な
る
。
時
期
的
変
化
を
つ
か

む
と
い
う
本
稿
の
課
題
か
ら
す
れ
ば
、
一
件
ご
と
の
寄
進
内
容
を
年

次
別
に
配
列
し
た
資
料
を
付
す
べ
き
で
あ
る
が
紙
数
の
都
合
で
省
略

し
、
全
体
像
を
把
握
す
る
目
的
で
論
文
末
に
表
１
『
西
大
寺
田
園
目

録
』
寄
進
目
的
・
対
象
、
表
２
『
西
大
寺
田
園
目
録
』
郡
別
寄
進
地

数
、
お
よ
び
寄
進
地
分
布
地
図
を
示
し
た
。

結
論
を
あ
ら
か
じ
め
提
示
す
る
な
ら
、
寄
進
時
期
は
三
期
に
区
分

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
各
時
期
ご
と
の
特
徴
を
具
体
的

に
指
摘
し
て
い
く
。

い
て
は
、
凝
然
が
『
円
照
上
人
行
状
』
に
、

興
福
寺
松
春
上
人
為
し
圏
キ
ー
隆
東
大
寺
戒
壇
院
受
戒
之
事
一
、
南

都
諸
寺
安
訓
一
置
五
人
律
師
一
、
令
レ
学
二
戒
律
一
。
乃
東
大
寺
、
西

大
寺
、
大
安
寺
、
海
龍
王
寺
等
也
。
興
福
寺
立
二
常
喜
院
一
、
寄

（
９
）

ゴ
進
料
庄
一
、
興
ゴ
行
律
法
一
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
参
照
き
れ
る
。
尊
円
は
、
東
大
寺
戒
壇
院
で

の
受
戒
を
興
す
目
的
で
西
大
寺
な
ど
南
都
諸
寺
に
学
僧
を
お
き
、
そ

の
用
途
と
し
て
寺
領
を
寄
進
し
た
の
で
あ
る
。
西
大
寺
へ
の
初
期
の

寺
領
寄
進
は
、
こ
の
史
料
に
あ
る
よ
う
に
戒
律
興
隆
の
目
的
で
な
さ

れ
た
。
『
田
園
目
録
』
の
最
初
の
記
事
は
、
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）

の
寄
進
で
あ
る
。

大
和
国
葛
上
郡
三
十
三
四
五
条
之
内
一
所
〈
号
二
新
井
庄
一
坪
付

在
し
別
〉

添
上
郡
東
京
六
条
四
里
十
坪
三
段

山
辺
郡
南
郷
十
三
条
六
里
十
四
坪
〈
西
辺
三
段
〉

件
庄
一
所
散
在
水
田
六
段
者
尼
尊
印
〈
或
云
二
鎌
田
一
或
云
二

香
実
一
或
云
二
八
条
一
〉

（
叩
）

天
福
二
年
甲
午
六
月
日
為
二
当
寺
当
院
持
斎
僧
一
寄
入
畢

最
初
の
寄
進
者
で
あ
る
尼
尊
印
は
、
「
当
寺
当
院
持
斎
僧
」
つ
ま
り

叡
尊
ら
西
大
寺
宝
塔
院
持
斎
僧
の
た
め
に
、
新
井
庄
ほ
か
六
段
の
水

（
皿
）

田
を
寄
進
し
て
い
る
。
こ
の
尊
印
は
、
『
西
大
寺
有
恩
過
去
帳
』
に

お
い
て
「
当
寺
僧
宝
興
行
大
檀
那
善
（
尊
ヵ
）
印
」
と
記
さ
れ
る
人

日本思想史学28<1996>84



物
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
叡
尊
を
西
大
寺
に
送
っ
た
尊
円
自
身
は
、

（
吃
）

嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
と
二
年
に
二
度
に
わ
た
っ
て
寄
進
し
、
叡

尊
ら
の
最
初
の
講
師
と
な
っ
た
知
足
房
戒
如
は
延
応
二
年
（
一
二
四

（
旧
）

○
）
に
聖
教
用
途
を
寄
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
寺
領
で
は
な
い
が
、

西
大
寺
に
八
角
五
重
の
石
塔
を
寄
進
し
た
人
物
と
し
て
「
当
寺
五
師

（
Ｍ
）

慈
心
」
と
い
う
名
も
見
え
る
。
五
師
と
は
、
法
会
・
事
務
を
管
理
す

る
職
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
西
大
寺
の
五
師
は
興
福
寺
に
い
た
慈
心

房
覚
心
で
あ
る
。
知
足
房
戒
如
・
慈
心
房
覚
心
の
名
は
、
教
団
の
律

（
賂
）

の
相
承
を
記
し
た
『
律
系
譜
』
に
み
え
る
。
発
足
当
初
の
叡
尊
ら
律

僧
集
団
に
対
し
て
、
西
大
寺
の
本
寺
で
あ
る
興
福
寺
に
属
す
る
戒
律

興
隆
運
動
関
係
者
か
ら
寄
進
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
当
初
の
経
済
基
盤
が
き
わ
め
て
弱
か
っ
た
こ
と
は
、
尼

尊
印
か
ら
寄
進
さ
れ
た
新
井
庄
の
収
益
が
不
安
定
に
な
る
と
、
た
ち

ま
ち
運
営
が
困
難
に
な
る
と
い
っ
た
状
況
か
ら
も
窺
え
る
。
不
安
定

な
状
況
の
中
で
、
叡
尊
ら
律
僧
は
親
族
か
ら
の
援
助
を
も
と
め
て
い

る
。
『
感
身
学
正
記
』
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
条
の
記
事
「
下
ゴ
向

（
肥
）

田
舎
一
。
乞
二
時
料
於
親
里
一
。
有
縁
各
々
随
力
随
喜
助
成
」
は
、
そ

の
間
の
経
緯
を
示
す
。
こ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
、
寛
元
三
年
（
一
二

四
五
）
・
宝
治
二
年
（
三
一
四
八
）
に
は
、
比
丘
源
真
の
母
・
姉
か
ら

（
Ⅳ
）

の
寄
進
が
み
ら
れ
、
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
に
は
忍
性
の
父
か
ら

（
肥
）

寄
進
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
一
期
は
、
南
都
の
戒
律
興
隆
運
動
の
一
環
と
し
て
教
団
が
発
足

②
第
二
期

建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
か
ら
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
に
い
た
る

第
二
期
で
は
、
通
用
三
宝
物
、
追
善
の
仏
事
、
西
室
の
阿
弥
陀
仏
像
・

四
王
堂
の
釈
迦
像
を
は
じ
め
と
す
る
仏
菩
薩
像
、
舎
利
供
・
八
幡

供
・
御
影
供
等
へ
の
様
々
な
寄
進
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
寄

進
の
目
的
・
対
象
が
広
が
る
こ
と
が
第
二
期
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
の
事
例
の
紹
介
は
紙
数
の
都
合
で
省
か
ざ
る
を
え
な

い
が
、
本
節
で
は
教
団
の
特
徴
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る

追
善
の
仏
事
を
検
討
す
る
。

追
善
の
仏
事
に
は
、
死
者
の
忌
日
に
お
け
る
仏
事
と
、
年
に
一
回

の
光
明
真
言
会
に
お
け
る
追
善
仏
事
の
二
つ
が
あ
る
。
忌
日
の
た
め

し
た
時
期
で
あ
り
、
「
持
斎
僧
・
興
行
律
法
・
聖
教
用
途
」
と
い
う

目
的
・
対
象
へ
の
寄
進
が
な
さ
れ
て
い
た
。
寄
進
者
と
し
て
尊
円
・

戒
如
あ
る
い
は
覚
心
な
ど
の
戒
律
興
隆
運
動
の
メ
ン
バ
ー
や
、
律
僧

の
親
族
の
名
が
み
え
る
。
の
ち
の
第
二
期
と
比
較
す
る
と
、
寄
進
者

や
目
的
・
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
第
一
期
の
特
徴
で
あ
る
。

中
世
西
大
寺
の
復
興
は
叡
尊
個
人
の
勧
進
能
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

た
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
第
一
期
に
お
け
る
運
営
基
盤
か
ら
見
る

と
、
教
団
は
い
ま
だ
大
衆
的
支
持
を
う
け
る
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
後

に
顕
著
に
な
る
教
団
の
特
質
が
み
え
る
段
階
で
は
な
い
こ
と
に
も
注

意
し
て
お
き
た
い
。
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の
寄
進
は
『
田
園
目
録
』
全
体
の
な
か
で
、
四
一
件
、
一
五
・
五
％

（
四
）

に
の
ぼ
る
。
忌
日
仏
事
は
、
建
長
三
年
（
三
一
五
一
）
以
降
、
一
貫

し
て
寄
進
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
光
明
真
言
会
へ
の
寄
進
は
、
一
○

一
件
、
全
体
の
三
八
・
一
％
に
の
ぼ
る
。
光
明
真
言
会
と
は
、
光
明

真
言
に
よ
っ
て
加
持
し
た
土
砂
を
墓
所
に
撒
く
こ
と
に
よ
っ
て
死
者

を
浄
土
に
往
生
さ
せ
る
仏
事
で
あ
る
。
西
大
寺
で
は
文
永
元
年
（
一

（
別
）

二
六
四
）
か
ら
恒
例
の
仏
事
と
な
り
、
翌
二
年
に
は
叡
尊
が
「
光
明

真
言
会
願
文
」
を
著
し
て
い
る
・
光
明
真
言
会
の
目
的
は
、
こ
の
「
願

文
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

律
法
中
興
以
降
。
勤
修
内
衆
之
徒
…
…
豈
蓄
二
財
宝
一
。
於
二
没

後
之
追
福
一
。
侍
二
衆
中
之
救
助
一
。
中
陰
一
廻
之
間
。
難
し
似
二

懇
篤
一
。
下
し
世
累
レ
歳
之
後
。
頗
以
二
等
閑
一
。
価
営
二
此
別
行
一
。

為
二
永
代
作
善
一
。
出
家
之
五
衆
八
斎
戒
輩
。
井
此
衆
等
之
恩
所
。

当
寺
之
大
檀
那
。
為
し
期
二
再
会
於
浄
仏
土
一
。
所
し
載
二
名
字
過

（
剛
）

去
帳
一
。

こ
の
光
明
真
言
会
の
対
象
は
、
寺
内
の
出
家
五
衆
と
斎
戒
衆
、
お
よ

び
西
大
寺
の
支
援
者
で
あ
る
。
後
者
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
寺
領
寄

進
者
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
法
会
へ
の
寄
進
は
、
法
会
開
始
の
四
年
後
、

文
永
五
年
（
一
三
ハ
狸
以
降
に
現
れ
は
じ
め
る
。

追
善
の
仏
事
の
た
め
の
寺
領
寄
進
は
、
忌
日
（
一
五
・
五
％
）
と
光

明
真
言
（
三
八
・
一
％
）
を
あ
わ
せ
る
と
全
体
の
過
半
（
五
三
・
六
％
）

に
お
よ
ぶ
。
従
来
は
光
明
真
言
会
へ
の
寄
進
が
『
田
園
目
録
』
後
半

③
第
三
期

多
様
化
し
た
第
二
期
に
お
け
る
寄
進
の
諸
傾
向
は
、
正
応
二
年
（
一

二
八
九
）
か
ら
永
仁
六
年
二
二
九
八
）
に
い
た
る
第
三
期
で
も
連
続

す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
三
期
を
設
定
す
る
の
は
、
こ
の
時
期
に

諸
権
門
か
ら
の
寄
進
が
は
じ
ま
り
、
目
的
や
収
益
が
大
き
く
変
わ
る

か
ら
で
あ
る
。
権
門
か
ら
の
寄
進
は
以
下
に
あ
げ
る
四
例
に
す
ぎ
な

い
が
、
教
団
の
変
化
に
深
く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
す
べ
て
を

検
討
し
て
い
く
。

（
鋼
）

に
お
け
る
あ
ら
た
な
傾
向
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
『
田
園

目
録
』
を
目
的
・
対
象
別
に
整
理
す
る
と
、
光
明
真
言
の
み
な
ら
ず

忌
日
仏
事
の
た
め
の
寄
進
が
、
第
二
期
以
降
の
寄
進
の
、
王
要
な
動
機

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
寄
進
者
、
す
な
わ
ち
叡
尊
教
団
の
も
と
に

結
集
し
た
信
者
の
期
待
は
主
と
し
て
追
善
に
あ
っ
た
。
西
大
寺
は
追

善
を
実
現
す
る
場
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
寄
進
地
の
大
部
分
が
西
大
寺
所
在
地
で
あ
る
大
和
国
添

下
郡
近
辺
の
地
で
あ
る
衾
２
『
西
大
寺
田
園
目
録
』
郡
別
寄
進
地
数
表
、

お
よ
び
地
図
参
照
）
こ
と
か
ら
、
寄
進
主
体
も
そ
の
地
域
の
住
人
が
多

数
を
占
め
る
と
想
定
で
き
る
。
第
一
期
が
戒
律
興
隆
運
動
家
や
律
僧

の
縁
者
な
ど
、
寺
院
社
会
内
部
の
人
間
関
係
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
て
、
第
二
期
は
、
地
域
住
民
が
追
善
と
い
う
目
的
の

も
と
に
支
持
し
は
じ
め
た
時
期
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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権
門
か
ら
の
最
初
の
寄
進
は
、
後
深
草
院
に
よ
っ
て
正
応
二
年
（
一

二
八
九
）
に
な
さ
れ
て
い
る
。
『
田
園
目
録
』
は
、
院
の
寄
進
を
註
を

加
え
つ
つ
記
録
し
て
い
る
。

筑
後
国
竹
野
荘
年
貢
百
十
石
〈
彼
納
定
〉

越
後
国
佐
味
荘
年
貢
三
十
五
貫
文
〈
当
時
請
料
也
。
本
ハ

三
百
石
〉

山
城
国
飯
岡
荘
年
貢
莚
三
十
枚

尾
張
国
青
山
荘
年
貢
代
銭
五
貫
文

丹
波
国
吉
味
荘
年
貢
香
五
斗

已
上
五
ヶ
国
五
所
〈
雛
し
有
二
余
庄
一
有
し
名
無
し
実
、
故
略
し

之
〉

正
応
元
年
十
一
月
九
日
。
鳥
羽
院
御
願
十
一
面
堂
御
本
尊
。

為
二
当
御
代
勅
願
一
被
し
奉
レ
安
ゴ
置
於
当
寺
四
王
院
一
。
価

彼
以
二
庄
薗
等
一
灯
油
仏
聖
料
田
同
御
施
入
。
其
上
夏
中
最
勝

王
経
講
讃
中
僧
食
料
。
永
代
被
二
施
入
一
。
〈
中
宮
大
進
藤
原

（
型
）

光
泰
朝
臣
奉
也
〉

五
ヵ
国
五
カ
所
に
お
よ
ぶ
荘
園
を
寄
進
す
る
後
深
草
院
の
目
的
は
二

つ
あ
る
。
第
一
に
、
十
一
面
観
音
像
を
西
大
寺
に
寄
託
す
る
に
あ
た

（
お
）

っ
て
灯
油
料
を
寄
進
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
最
勝
王
経
講
讃
中
の
料

を
寄
進
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
以
来
、
教

団
内
で
国
家
の
要
請
と
は
無
関
係
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
最
勝
王
経

講
讃
は
、
こ
の
寄
進
に
よ
っ
て
、
王
権
の
要
求
に
も
と
づ
い
た
も
の

へ
と
性
格
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
に
は
、
伏
見
天
皇
か
ら
越
前
国
敦
賀
津

の
津
料
が
寄
進
さ
れ
る
。
『
田
園
目
録
』
は
こ
の
寄
進
の
倫
旨
を
一

部
を
省
略
し
て
記
し
て
い
る
。

越
前
国
敦
賀
津
内
野
坂
庄
井
御
読
経
所
着
岸
運
船
等
。
石
別
一

升
米
雑
物
津
料
各
半
分
。
永
代
被
し
寄
引
一
附
子
当
寺
一
。
祇
園
社

長
日
本
地
供
料
所
也

永
仁
六
年
四
月
廿
八
日
蔵
人
治
部
小
輔
光
定
〈
奉
也
〉

彼
論
旨
云
。
…
…
祇
園
社
長
日
本
地
供
事
所
し
被
し
仰
引
一

付
西
大
寺
宝
塔
院
也
。
僧
侶
早
存
二
其
旨
一
天
下
泰
平
異
国

（
妬
）

静
識
之
由
可
レ
抽
二
懇
祈
一
。

こ
の
寄
進
は
、
西
大
寺
系
律
僧
の
港
湾
管
理
者
・
津
料
徴
集
者
と
し

て
の
役
割
を
示
す
一
例
と
い
え
る
が
、
本
稿
の
視
点
か
ら
さ
ら
に
興

味
深
い
の
は
、
津
料
収
入
の
一
部
が
祇
園
社
本
地
供
の
料
と
し
て
西

大
寺
に
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
正
応
年
間
以
降
、
敦
賀
津
は
祇

（
”
）

園
社
領
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
祇
園
社
の
本
地
供
養
料
と
し
て
収

益
の
一
部
が
西
大
寺
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
本
地
供

は
蒙
古
襲
来
の
脅
威
に
対
す
る
「
天
下
泰
平
・
異
国
静
論
」
を
目
的

と
し
て
い
る
。

永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
に
は
、
幕
府
か
ら
摂
津
の
地
が
寄
進
さ

れ
る
。

摂
津
国
柴
嶋
宮
原
北
方
庄
内
四
町
八
段
小
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所
当
米
三
一
石
九
斗
七
升

添
下
郡
右
京
一
条
二
三
両
坊
内

所
当
米

永
仁
五
年
十
二
月
十
四
日
以
二
余
所
一
施
訓
一
入
彼
寺
一
（
裏
書

醍
醐
寺
）
以
二
此
所
一
者
永
代
武
家
被
二
寄
進
一
。
以
二
件
年

（
詔
）

貢
一
者
毎
年
正
月
後
七
日
如
意
輪
陀
羅
尼
中
之
僧
料
寄
し
之
。

摂
津
国
内
と
大
和
国
内
添
下
郡
の
地
各
一
ヵ
所
が
正
月
後
七
日
如
意

輪
陀
羅
尼
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
寄
進
が
、
醍
醐
寺
と

同
一
時
に
、
如
意
輪
陀
羅
尼
と
い
う
護
国
修
法
と
い
う
同
一
目
的
で

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
に
は
、
北
条
教
時
の
息
女
尼
尊
浄
に
よ

（
調
）

っ
て
遠
江
国
浜
松
庄
内
の
地
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
。

院
・
朝
廷
・
幕
府
な
い
し
武
家
関
係
者
か
ら
と
み
な
し
う
る
寄
進

は
、
以
上
の
四
件
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
権
門
か
ら
の
寄
進
は
、
第

二
期
ま
で
の
寄
進
と
は
、
収
益
・
所
在
地
・
目
的
の
点
で
大
き
く
性

質
を
異
に
す
る
。

ま
ず
収
益
に
つ
い
て
見
よ
う
。
後
深
草
院
か
ら
寄
進
さ
れ
た
五
ヵ

国
五
カ
所
の
荘
園
を
例
に
す
る
と
、
筑
後
国
竹
野
庄
に
限
っ
て
も
収

益
は
三
○
石
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
が
い
か
に
巨
額
の
収
入
を
も
た
ら

す
寄
進
で
あ
っ
た
か
は
、
前
年
の
正
応
元
年
ま
で
の
収
益
合
計
が
一

三
七
・
九
石
で
し
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
示
し
う
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ま
で
の
五
五
年
間
に
わ
た
っ
て
教
団
が
蓄
積
し
て
き
た
寺

領
の
合
計
収
入
と
、
竹
野
庄
の
収
益
は
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
と
い
っ
て
よ

い
。
権
門
か
ら
の
寄
進
は
西
大
寺
の
経
営
基
盤
の
拡
大
に
絶
大
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
寄
進
地
の
所
在
に
つ
い
て
。
『
西
大
寺
田
園
目
録
』
郡
別
寄

進
地
数
表
お
よ
び
地
図
か
ら
、
寺
領
全
体
の
う
ち
一
七
二
カ
所
（
四

二
・
八
％
）
が
大
和
国
添
下
郡
、
す
な
わ
ち
西
大
寺
の
所
在
地
に
集

中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
和
国
内
の
寺
領
は
三
六
八
カ
所
（
九

三
・
一
％
）
に
の
ぼ
る
。
こ
の
数
値
だ
け
で
も
叡
尊
の
行
動
範
囲
内

（
釦
）

で
の
運
営
基
盤
整
備
と
い
う
説
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
寄
進
地
を

時
系
列
順
に
整
序
し
て
み
る
と
、
さ
ら
に
興
味
深
い
傾
向
が
発
見
で

き
る
。
注
目
し
た
い
の
は
大
和
国
以
外
の
寄
進
地
の
扱
い
で
あ
る
。

『
田
園
目
録
』
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
他
国
の
寄
進
地
は
、
山
城
に
九

ヵ
所
、
河
内
に
六
カ
所
、
摂
津
に
五
カ
所
、
和
泉
・
越
後
・
越
前
・

尾
張
・
丹
波
・
遠
江
・
筑
後
の
諸
国
に
そ
れ
ぞ
れ
一
カ
所
ず
つ
で
あ

る
。
教
団
は
、
当
初
、
こ
れ
ら
他
国
・
遠
隔
地
の
寄
進
地
を
維
持
せ

ず
に
売
却
す
る
と
い
う
方
針
を
も
っ
て
い
た
。
他
国
の
地
の
寄
進
の

初
例
で
あ
る
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
の
和
泉
国
日
根
郡
近
木
郷
の

寄
進
記
事
に
は
、
「
遠
所
依
レ
有
二
其
煩
一
沽
却
了
。
以
二
此
用
途
一
小
泉

（
劃
）

庄
内
買
し
之
」
と
い
う
朱
註
が
あ
る
。
寄
進
さ
れ
た
和
泉
国
内
の
地

は
遠
方
で
あ
る
た
め
売
却
さ
れ
、
代
金
で
大
和
国
内
小
泉
庄
の
地
が

購
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他
国
の
寄
進
地
の
買
い
換
え

（
鉈
）

は
文
永
九
年
以
降
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
ま
で
四
例
見
ら
れ
る
。
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売
却
方
針
が
変
わ
り
、
遠
隔
地
の
寺
領
を
維
持
し
は
じ
め
る
の
は
、

諸
権
門
に
よ
る
寄
進
が
な
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
後
深
草
院

は
筑
後
・
越
後
・
山
城
・
尾
張
・
丹
波
、
伏
見
天
皇
は
越
前
、
幕
府

は
摂
津
、
北
条
教
時
の
息
女
は
遠
江
の
地
を
と
い
う
よ
う
に
、
遠
隔

地
の
寄
進
は
す
べ
て
権
門
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
教
団
は
そ
れ

ら
を
維
持
し
て
い
る
。
遠
隔
地
の
寄
進
地
は
売
却
す
る
と
い
う
従
来

の
方
針
を
変
化
さ
せ
た
の
は
権
門
か
ら
の
寄
進
を
契
機
と
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

最
後
に
寄
進
の
目
的
に
つ
い
て
。
権
門
か
ら
の
寄
進
は
国
家
鎮
護

を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
第
二
期
ま
で
に

み
ら
れ
た
寄
進
で
は
、
国
家
鎮
護
の
実
現
と
い
っ
た
政
治
的
・
国
家

的
な
目
的
は
み
ら
れ
ず
、
個
人
救
済
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
個
人
救
済
の
願
望
に
応
え
う
る
存
在
と
し
て
、
叡
尊
教
団
は
在

地
社
会
の
支
持
を
集
め
て
成
長
し
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
第

三
期
に
お
け
る
権
門
か
ら
の
寄
進
は
、
国
家
鎮
護
の
役
割
を
教
団
に

求
め
て
い
る
。
祈
祷
要
請
の
前
提
に
は
、
蒙
古
襲
来
の
際
の
異
国
降

伏
祈
祷
に
お
け
る
叡
尊
ら
の
祈
祷
の
成
功
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
段
階
に
い
た
っ
て
、
叡
尊
教
団
は
権
門
と
の
関
係
を
強
化
し
政

治
的
性
格
を
強
く
帯
び
る
に
い
た
っ
た
と
い
え
よ
う
。

諸
権
門
か
ら
の
寄
進
は
、
収
益
・
所
在
地
・
目
的
の
面
で
第
二
期

の
地
域
住
民
の
寄
進
と
は
大
き
く
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
叡
尊
教

団
は
第
三
期
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
地
域
の
寺
院
と
し
て
の
性
格
を

④
補
足

以
上
で
時
期
区
分
の
検
討
を
終
え
る
が
、
補
足
と
し
て
叡
尊
教
団

の
二
大
特
色
で
あ
る
戒
律
興
隆
運
動
・
慈
善
救
済
事
業
と
寺
領
寄
進

の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

ま
ず
戒
律
興
隆
運
動
に
つ
い
て
。
比
丘
戒
の
再
興
・
在
家
信
者
へ

の
菩
薩
戒
授
戒
・
殺
生
禁
断
な
ど
戒
律
に
関
連
す
る
諸
活
動
は
、
寄

進
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
目
に
つ
く
の
は
、
不
殺

生
戒
に
も
と
づ
く
耕
作
禁
止
で
あ
る
が
、
耕
作
禁
止
の
た
め
の
寄
進

は
、
文
永
三
年
（
一
二
七
四
）
の
二
件
、
全
体
の
○
・
八
％
の
み
で

あ
る
。
こ
の
二
件
と
も
西
大
寺
内
の
旧
金
堂
跡
地
の
寄
進
で
あ
り
、

寺
域
内
整
備
・
清
浄
化
の
一
環
と
し
て
の
耕
作
禁
止
と
い
う
特
定
目

（
調
）

的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
事
例
が
少
な

く
場
所
も
西
大
寺
内
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
耕
作
禁
止
は
一
般
的

な
寄
進
理
由
と
な
っ
て
い
た
と
は
み
な
し
え
な
い
。
な
お
、
戒
を
受

け
る
者
か
ら
授
け
る
僧
へ
布
施
を
出
す
こ
と
が
慣
例
で
あ
っ
た
と
み

（
弘
）

な
す
説
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
土
地
に
関
し
て
は
受
戒
を
理
由
に

し
た
寄
進
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
と
、
叡
尊
は
受
戒
を
理
由
に
し
た
布

（
鍋
）

施
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
戒
律
興
隆
運
動

に
共
鳴
し
た
支
持
者
か
ら
の
寄
進
は
、
お
そ
ら
く
持
斎
僧
な
い
し
通

転
じ
て
国
家
的
寺
院
と
し
て
発
展
す
る
傾
向
を
示
し
は
じ
め
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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用
三
宝
の
名
目
で
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
持
斎
僧
・

通
用
三
宝
の
た
め
の
寄
進
に
し
て
も
三
四
件
、
全
体
の
一
二
・
九
％

で
し
か
な
い
か
ら
、
戒
律
興
隆
運
動
は
寄
進
の
動
機
に
な
り
に
く
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
慈
善
救
済
事
業
に
つ
い
て
。
救
済
事
業
を
目
的
と
す
る
寄

進
は
、
各
時
期
に
一
件
ず
つ
み
ら
れ
る
。
第
一
期
の
建
長
元
年
（
一

二
四
九
）
に
は
、
救
済
施
設
で
あ
る
常
施
院
の
敷
地
を
忍
性
の
父
敬

（
鉛
）

法
房
慈
生
が
寄
進
し
た
。
教
団
の
救
済
事
業
は
、
仁
治
元
年
（
一
二

（
訂
）

四
○
）
の
額
安
寺
宿
に
お
け
る
文
殊
供
養
を
初
例
と
す
る
。
そ
の
九

年
後
に
は
忍
性
の
父
に
よ
っ
て
救
済
事
業
の
た
め
の
施
設
用
地
が
寄

進
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
非
人
宿
ご
と
の

救
済
活
動
の
他
に
、
西
大
寺
内
で
も
恒
常
的
な
救
済
施
設
が
準
備
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

救
済
事
業
の
財
源
と
し
て
の
寺
領
寄
進
は
、
第
二
期
・
第
三
期
を

待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
期
の
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
に
は
二

石
の
収
益
を
あ
げ
る
広
瀬
郡
の
地
が
定
現
房
堯
賢
に
よ
っ
て
「
無
縁

病
者
料
田
」
と
し
て
寄
進
さ
れ
、
第
三
期
の
永
仁
六
年
（
三
一
九
八
）

に
は
添
下
郡
の
地
一
町
五
段
が
常
円
房
に
よ
っ
て
「
無
縁
病
無
助
縁

（
犯
）

料
田
」
と
し
て
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
常
円
房
の
寄
進
地
は
一
件
あ
た

（
羽
）

り
の
平
均
面
積
と
比
較
す
る
と
広
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
救
済
事

業
の
財
源
の
寄
進
は
、
『
田
園
目
録
』
の
六
五
年
間
に
わ
た
る
記
事

の
う
ち
こ
の
二
件
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
救
済
事
業
は
一
般
的
な
寺

本
章
で
は
、
前
章
で
の
時
期
区
分
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
教
団
と
諸

権
門
の
関
わ
り
を
論
じ
る
。
寺
領
寄
進
を
媒
介
と
し
た
奉
仕
と
従
属

の
関
係
が
成
立
し
た
の
は
、
後
深
草
院
に
よ
る
十
一
面
観
音
安
置
・

『
最
勝
王
経
』
講
讃
に
対
す
る
寄
進
が
正
応
二
年
（
二
一
八
九
）
、
幕

府
に
よ
る
後
七
日
如
意
輪
陀
羅
尼
へ
の
寄
進
が
永
仁
五
年
（
一
二
九

七
）
、
伏
見
天
皇
に
よ
る
敦
賀
津
料
の
寄
進
が
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）

と
い
う
よ
う
に
、
第
三
期
以
降
す
な
わ
ち
正
応
か
ら
永
仁
年
間
の
こ

と
で
あ
る
。

領
寄
進
の
動
機
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
教
団
は
、

救
済
事
業
の
た
め
の
財
源
と
し
て
寺
領
を
用
意
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
事
業
の
用
途
は
、
そ
の
時
々
の
物
資
・
金
銭
の
収
集
に
よ
っ

て
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
物
資
・
金
銭
は
あ
く
ま

で
一
時
的
な
収
入
で
あ
る
の
に
対
し
、
寺
領
は
恒
常
的
な
収
益
を
あ

げ
う
る
。
財
源
的
に
み
れ
ば
、
教
団
の
慈
善
救
済
事
業
は
あ
く
ま
で

臨
時
で
不
安
定
な
収
入
に
頼
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

教
団
の
二
大
特
色
で
あ
る
戒
律
興
隆
運
動
・
慈
善
救
済
事
業
は
、

寺
領
寄
進
の
動
機
に
な
る
こ
と
が
き
わ
め
て
少
な
い
。
こ
の
事
実
が

教
団
の
存
在
形
態
を
規
定
し
た
面
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

二
叡
尊
教
団
と
諸
権
門
の
接
近
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寺
領
以
外
の
面
で
も
、
第
三
期
以
降
の
権
門
と
の
接
近
と
い
う
傾

向
は
み
て
と
れ
る
。
西
大
寺
が
幕
府
と
の
関
係
を
決
定
的
に
強
固
な

も
の
と
し
た
西
大
寺
と
そ
の
末
寺
の
関
東
祈
祷
寺
化
は
、
永
仁
六
年

（
一
二
九
八
）
の
こ
と
で
あ
る
。

南
都
西
大
寺
以
下
僧
尼
寺
之
三
十
余
ヶ
寺
。
申
刊
一
成
関
東
御
願

所
候
了
。
…
…
此
條
難
二
不
し
諏
事
候
一
。
戒
律
之
陵
廃
。
仏
法

（
㈹
）

之
衰
微
。
夙
夜
歎
存
候
之
間
。
柾
申
行
候
了
。

こ
の
文
言
は
西
大
寺
末
寺
の
河
内
西
琳
寺
に
あ
て
た
忍
性
の
書
状
案

に
み
ら
れ
る
。
西
大
寺
系
寺
院
が
幕
府
の
祈
願
寺
と
な
っ
た
の
は
、

戒
律
と
仏
法
の
衰
微
を
克
服
す
る
た
め
に
忍
性
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ

た
方
策
で
あ
っ
た
。
忍
性
は
、
幕
府
の
影
響
下
に
入
る
こ
と
で
教
団

の
力
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
。

西
大
寺
系
律
僧
の
全
国
拡
大
を
し
め
す
国
分
寺
の
復
興
に
つ
い
て

も
同
様
の
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。
西
大
寺
が
国
家
の
意
思
に
基
づ
い

て
国
分
寺
の
再
興
に
関
与
し
は
じ
め
る
の
は
、
院
宣
に
よ
っ
て
長
門

国
分
寺
興
行
が
命
じ
ら
れ
た
延
慶
三
年
（
一
三
一
○
）
以
降
で
あ
る

（
似
）

と
追
塩
千
尋
氏
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

護
国
祈
祷
の
実
施
に
と
も
な
う
寺
領
寄
進
の
受
け
入
れ
・
関
東
祈

祷
寺
化
・
国
分
寺
再
興
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
諸
権
門
と
の
接
近

が
は
じ
ま
っ
た
の
は
第
三
期
す
な
わ
ち
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
以

降
の
現
象
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
そ
れ
以
前
の
教
団
の
運
営
姿
勢
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ

う
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
、
叡
尊
が
幕
府
・
朝
廷
か
ら
四
天
王
寺

別
当
へ
の
就
任
要
請
を
受
け
た
際
に
、
受
諾
の
是
非
を
め
ぐ
り
紛
糾

す
る
弟
子
ら
に
対
し
て
、
叡
尊
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

（
マ
マ
）

年
来
不
し
望
二
寺
領
一
・
於
二
関
東
西
明
寺
禅
門
一
・
為
二
律
法
久
住
一
。

為
二
将
軍
家
之
御
願
一
。
西
大
寺
欲
し
寄
ゴ
入
御
領
一
。
其
志
難
二

懇
切
一
。
終
無
二
領
納
一
。
況
如
レ
此
等
寺
務
。
世
間
門
人
所
二
競

（
“
）

望
一
也
。
出
世
比
丘
妾
不
二
相
応
一
。

武
家
か
ら
の
寺
領
獲
得
や
四
天
王
寺
別
当
へ
の
就
任
は
叡
尊
の
意
志

で
は
な
か
っ
た
。
「
出
世
比
丘
」
す
な
わ
ち
遁
世
僧
で
あ
る
叡
尊
に

と
っ
て
、
権
門
と
の
接
近
や
寺
領
の
受
け
入
れ
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
武
家
に
対
し
て
距
離
を
お
く
姿
勢
が
こ
こ
に
見
て
取

れ
よ
う
。

天
皇
・
院
な
ど
の
公
家
権
門
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
弘
安
六

年
（
一
二
八
三
）
の
浬
藥
経
講
義
の
際
、
叡
尊
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。「

出
家
人
法
不
し
応
し
礼
二
在
家
人
一
也
」
文
。
依
レ
之
某
ハ
上
礪

マ
ジ
ロ
イ
ガ
無
し
益
候
也
。
名
聞
ヲ
好
ム
人
ハ
定
可
レ
有
二
此
難
一
。

某
不
し
好
二
名
聞
一
故
二
、
惣
ジ
テ
諸
方
ョ
リ
召
候
シ
カ
ド
モ
不
し

（
“
）

参
。
：
…
．
唯
イ
ナ
カ
ズ
ミ
ガ
能
候
也
。

叡
尊
は
高
い
身
分
の
者
と
の
交
際
を
否
定
し
、
「
イ
ナ
カ
ズ
ミ
」
を

重
視
し
て
い
る
。
や
や
抽
象
的
な
表
現
な
が
ら
、
公
家
に
対
し
て
距

離
を
お
く
姿
勢
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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公
武
両
権
門
か
ら
の
保
護
を
離
れ
て
教
団
運
営
を
進
め
た
叡
尊
の

意
志
は
、

（
“
）

厭
二
有
縁
一
好
二
無
縁
一
即
是
僧
法
久
住
之
方
便
也
。

に
端
的
に
読
み
と
れ
る
。
西
大
寺
が
有
力
な
外
護
者
を
も
た
な
い
「
無

縁
」
の
寺
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
寺
領
寄
進
を
申
し
出
た
北
条
時
頼

に
対
し
て
、
叡
尊
は
「
有
縁
」
で
は
な
く
「
無
縁
」
で
あ
る
こ
と
こ

そ
が
教
団
を
存
続
さ
せ
る
方
法
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
有
力

な
権
門
と
の
保
護
・
従
属
関
係
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
個
別
の
支
持

者
の
零
細
な
寄
進
に
も
と
づ
い
て
教
団
を
運
営
す
る
、
と
い
う
叡
尊

の
姿
勢
を
明
快
に
示
す
発
言
で
あ
る
。

個
別
零
細
な
寄
進
に
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
、
権
門
に
対
し
て
距
離

を
お
こ
う
と
し
た
叡
尊
の
運
営
方
針
は
、
第
一
期
・
第
二
期
の
寄
進

の
特
徴
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
方
針
は
第
三
期
に
い
た
っ

て
変
化
し
、
諸
権
門
に
よ
る
寺
領
寄
進
の
受
け
入
れ
が
は
じ
ま
る
の

で
あ
る
。

こ
の
方
針
変
化
の
背
後
に
一
体
何
が
あ
っ
た
の
か
。
外
部
的
な
要

因
と
し
て
は
、
教
団
の
活
発
な
宗
教
活
動
に
対
す
る
権
力
側
か
ら
の

干
渉
と
い
っ
た
事
態
が
想
定
で
き
よ
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期

し
た
い
）
。
だ
が
、
教
団
の
内
部
事
情
に
目
を
転
じ
る
と
、
大
き
な
変

化
が
み
ら
れ
る
。
内
部
事
情
の
変
化
と
は
、
叡
尊
の
高
齢
化
に
と
も

な
う
教
団
運
営
か
ら
の
引
退
・
病
没
と
、
そ
の
後
の
忍
性
へ
の
運
営

責
任
の
移
譲
で
あ
る
。

叡
尊
の
引
退
の
発
端
は
、
四
天
王
寺
別
当
就
任
の
際
に
み
て
と
れ

る
。
『
感
身
学
正
記
』
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
九
月
か
ら
同
八
年
条

に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
就
任
要
請
を
め
ぐ
っ
て
、
叡
尊
は
末
寺
の
長

老
ら
を
召
集
し
、
議
論
を
重
ね
て
い
る
。
一
度
は
拒
否
し
、
次
に
弟

子
を
推
薦
し
た
あ
と
、
叡
尊
を
求
め
る
幕
府
・
院
の
強
固
な
意
志
を

う
け
て
、
よ
う
や
く
教
団
は
就
任
要
請
を
受
け
入
れ
る
。
注
目
す
べ

き
事
に
、
叡
尊
は
最
終
決
定
を
お
こ
な
っ
た
弘
安
八
年
正
月
の
宿
老

（
妬
）

会
議
に
参
加
し
て
い
な
い
。

叡
尊
は
こ
の
時
八
五
歳
で
あ
り
、
九
○
年
間
に
及
ぶ
生
涯
の
最
晩

年
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。
最
終
決
定
を
下
す
会
議
に
叡
尊
が
参
加

し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
弘
安
八
年
に
叡
尊
が
実
質
的
に
引
退
し
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
叡
尊
は
同
年
二
月
、
病
気
を
き
っ
か
け
に

（
妬
）

自
伝
『
感
身
学
正
記
』
の
執
筆
を
開
始
し
た
。
ま
た
、
こ
の
年
に
弟

子
で
あ
る
末
寺
長
老
六
人
に
後
事
を
委
嘱
し
て
い
る
。
会
議
の
欠

席
・
病
気
・
自
伝
執
筆
・
弟
子
へ
の
運
営
責
任
の
委
譲
等
の
状
況
か

ら
、
弘
安
八
年
を
も
っ
て
叡
尊
が
引
退
し
た
、
と
い
う
解
釈
が
成
り

立
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
経
緯
は
、
『
西
大
寺
勅
諭
興
正
菩
薩
行
実
年
譜
』

弘
安
八
年
条
に
み
え
る
叡
尊
の
発
言
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

菩
薩
自
注
斗
一
録
一
生
事
業
一
。
藻
し
今
絶
二
其
毫
一
。
即
召
ゴ
集
般

若
慈
道
空
。
泉
福
戒
印
秀
。
海
龍
長
禅
尊
。
護
国
本
照
玲
。
教

興
如
縁
阿
。
西
琳
日
浄
持
等
諸
大
弟
子
一
。
設
レ
斎
供
畢
。
親

告
し
之
日
。
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と
は
、
従
来
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

老
僧
。
感
二
生
末
世
一
。
幸
入
二
釈
門
一
。
剃
レ
髪
染
レ
衣
。
学
二
顕

密
法
一
。
登
壇
受
具
。
興
引
一
隆
人
法
一
。
既
歴
二
八
十
五
年
春
秋
一
。

今
積
二
四
十
九
歳
夏
一
・
…
…
向
後
以
二
当
寺
真
俗
二
諦
之
事
一
。

付
訓
一
属
汝
等
一
。
汝
等
一
味
和
合
。
斎
し
志
裁
。
住
訓
一
持
正
法
一
。

利
引
一
益
群
生
一
。
撫
引
一
育
徒
衆
一
。
令
レ
成
二
道
業
一
。
若
能
爾
則
老

僧
何
盧
。
寂
光
定
裡
。
合
掌
随
割
。

こ
の
年
、
叡
尊
が
自
伝
を
完
成
し
、
教
団
の
運
営
を
六
人
の
弟
子
に

任
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
般
若
寺
の
慈
道
房
信
空
・
泉
福
寺
の
戒

印
房
源
秀
・
海
龍
王
寺
の
長
禅
房
幸
尊
・
護
国
寺
の
本
照
房
性
玲
・

教
興
寺
の
如
縁
房
阿
一
・
西
琳
寺
の
日
浄
房
惣
持
ら
六
人
は
、
教
団

に
草
創
期
か
ら
参
加
し
、
当
時
は
西
大
寺
近
隣
の
末
寺
の
長
老
を
勤

め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

五
年
後
の
正
応
三
年
（
一
二
九
○
）
、
叡
尊
は
亡
く
な
る
。
そ
の
際
、

彼
ら
長
老
六
人
か
ら
鎌
倉
極
楽
寺
の
忍
性
に
運
営
が
委
任
さ
れ
た
こ

一
遺
跡
事
当
寺
真
俗
二
諦
事
。
同
心
和
合
可
二
住
持
節
領
一

之
由
。
去
弘
安
八
年
病
悩
之
時
。
被
し
附
訓
一
属
六
人
一
畢
。
其
時

一
味
契
状
之
趣
。
撰
引
一
定
一
両
之
法
器
一
可
レ
為
二
顕
密
之
師
範
一

云
云
。
価
粗
欲
二
沙
汰
一
試
し
之
処
。
当
二
子
其
器
一
之
仁
。
互
懐
二

謙
譲
之
思
一
。
各
有
二
辞
退
気
一
。
然
間
。
為
二
一
門
之
宿
老
一
可
し

有
し
計
二
節
領
一
之
間
。
可
し
申
ゴ
送
極
楽
寺
上
人
一
。
隆
賢
〈
浄

（
“
）

賢
房
〉
可
レ
勤
二
使
節
一
之
由
評
議
了
。

こ
の
史
料
『
西
大
寺
叡
尊
遷
化
之
記
』
で
も
弘
安
八
年
の
引
退
と
末

寺
の
長
老
六
人
へ
の
後
事
の
付
託
の
事
実
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

長
老
六
人
に
よ
る
指
導
は
叡
尊
存
命
中
の
五
年
間
の
み
お
こ
な
わ
れ
、

叡
尊
が
亡
く
な
っ
た
直
後
に
、
こ
の
六
人
か
ら
さ
ら
に
鎌
倉
極
楽
寺

の
忍
性
に
運
営
が
委
譲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た
六
人

の
弟
子
に
忍
性
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
注
意
し
て
お
き

た
い
。
忍
性
が
早
く
か
ら
関
東
に
移
住
し
、
幕
府
・
北
条
氏
の
庇
護

の
も
と
で
教
線
を
広
げ
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
○

叡
尊
が
引
退
し
没
し
た
後
の
忍
性
主
導
下
の
教
団
に
お
い
て
、
第

三
期
の
権
門
と
の
接
近
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
第
三
期
で
の
方
針
変

化
は
、
叡
尊
が
運
営
し
た
時
期
か
そ
れ
以
降
か
と
い
う
時
期
の
相
違
、

叡
尊
の
方
針
か
忍
性
の
方
針
か
と
い
う
寺
院
運
営
の
ス
タ
イ
ル
の
相

違
に
注
目
し
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

最
後
に
本
稿
を
要
約
し
、
課
題
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
田
園
目
録
』
に
お
け
る
寄
進
は
三
期
に
区
分
で
き
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
は
、
南
都
の
戒
律
運
動
家
が
運
営
基
盤
を
与
え
、
教
団
メ

ン
バ
ー
の
縁
者
が
援
助
す
る
と
い
う
寺
院
社
会
の
支
持
が
な
さ
れ
た

第
一
期
、
地
域
住
民
に
よ
っ
て
追
善
を
中
心
と
す
る
諸
仏
事
へ
の
寄

小
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進
が
な
さ
れ
た
第
二
期
、
諸
権
門
か
ら
鎮
護
国
家
を
目
的
に
し
た
寄

進
が
な
さ
れ
、
教
団
の
運
営
基
盤
が
急
成
長
す
る
第
三
期
、
と
い
う

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第
二
期
以
降
、
後
世
往
生
の
た
め
の
忌
日

仏
事
と
光
明
真
言
会
が
主
要
な
寄
進
目
的
と
な
る
。
後
世
の
往
生
、

こ
れ
が
地
域
住
民
が
叡
尊
教
団
に
求
め
た
宗
教
的
価
値
で
あ
っ
た
。

一
方
、
戒
律
興
隆
運
動
と
慈
善
救
済
事
業
は
寺
領
寄
進
の
動
機
に
な

り
に
く
か
っ
た
。
諸
権
門
に
よ
る
寺
領
寄
進
は
、
第
三
期
に
い
た
っ

て
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
第
一
期
・
第
二
期
は
叡
尊
が
運
営
し
た
時

期
で
あ
り
、
第
三
期
は
叡
尊
の
引
退
・
死
を
経
た
後
に
、
六
人
の
末

寺
長
老
か
ら
忍
性
に
運
営
が
委
讓
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
叡
尊
教
団

が
政
治
権
力
と
密
着
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
時
期
的
な
観

点
か
ら
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
。
叡
尊
教
団
の
総
体
的
理
解
と
い
う
筆
者

の
課
題
か
ら
、
寺
領
寄
進
の
変
化
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
時
期
区
分
・

支
持
者
層
の
特
徴
が
、
諸
活
動
と
そ
こ
に
み
ら
れ
る
救
済
観
念
の
展

開
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
『
田
園
目
録
』
の

記
事
が
終
わ
っ
た
後
の
一
四
世
紀
に
お
け
る
教
団
の
運
営
方
針
も
課

題
と
な
る
。
特
に
、
叡
尊
に
お
け
る
「
無
縁
」
性
に
立
脚
し
た
諸
活

動
と
救
済
観
念
が
、
諸
権
門
と
密
着
し
て
い
く
過
程
で
、
ど
う
内
容

を
変
容
さ
せ
て
い
く
か
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い

て
は
さ
ら
に
後
考
を
期
し
た
い
。

註
（
１
）
論
考
は
多
い
が
、
基
本
的
な
評
価
の
相
違
は
平
雅
行
「
鎌
倉
仏

教
論
」
『
日
本
通
史
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
お
よ
び
、

松
尾
剛
次
『
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
ｌ
入
門
儀
礼
と
祖
師
神
話
ｌ
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
を
参
照
。

（
２
）
大
石
雅
章
「
中
世
西
大
寺
の
寺
院
組
織
に
つ
い
て
ｌ
律
僧
と
寺

僧
の
役
割
を
中
心
に
ｌ
」
『
侍
兼
山
論
叢
』
一
四
、
一
九
八
○
年
、

な
ど
。

（
３
）
上
田
さ
ち
子
「
西
大
寺
叡
尊
伝
の
諸
問
題
」
『
社
会
科
学
論
集
〈
大

阪
府
立
大
〉
』
四
・
五
、
一
九
七
三
年
。
大
石
雅
章
「
非
人
救
済
と

聖
朝
安
穏
ｌ
律
僧
叡
尊
の
宗
教
活
動
Ｉ
」
、
黒
田
俊
雄
編
『
大
系
日

本
人
と
仏
教
２
国
家
と
天
皇
』
春
秋
社
、
一
九
八
七
年
、
所
収
。

（
４
）
追
塩
千
尋
「
西
大
寺
の
変
遷
と
叡
尊
」
、
『
史
流
』
一
九
、
一
九

七
八
年
。

（
５
）
綾
村
宏
「
鎌
倉
中
期
の
西
大
寺
に
つ
い
て
Ｉ
『
西
大
寺
領
検
注

帳
』
と
『
西
大
寺
三
宝
領
田
畠
目
録
』
か
ら
み
て
ｌ
」
、
中
世
寺
院

史
研
究
会
編
『
中
世
寺
院
史
の
研
究
』
下
、
法
蔵
館
、
一
九
八
八
年
、

所
収
。

（
６
）
井
上
光
貞
、
”
国
目
巨
星
易
百
四
己
言
の
藍
己
巴
豈
○
ａ
農
、

」
の
国
産
」
、
壷
目
声
墜
巴
》
ご
己
．

（
７
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
、
法

蔵
館
、
一
九
七
七
年
、
所
収
。
以
下
の
註
に
お
い
て
、
本
書
を
『
伝
』

と
略
称
す
る
。

（
８
）
叡
尊
『
感
身
学
正
記
』
文
暦
元
年
条
。
『
伝
』
八
頁
。

（
９
）
凝
然
『
円
照
上
人
行
状
』
正
安
四
年
（
一
三
○
二
）
成
立
。
続
々

群
害
類
従
第
三
、
四
七
九
頁
。
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（
Ⅲ
）
『
田
』
一
・
『
伝
』
四
一
二
頁
。
以
下
、
寄
進
記
事
の
『
田
』
と

い
う
略
称
は
『
田
園
目
録
』
を
指
す
。
数
字
は
『
田
園
目
録
』
の
寄

進
記
事
に
一
件
ご
と
に
付
し
た
番
号
。

（
Ⅱ
）
『
西
大
寺
有
恩
過
去
帳
』
弘
安
三
年
（
一
二
八
○
）
成
立
。
『
伝
』

三
四
八
頁
。

（
岨
）
『
田
』
二
・
三
。
『
伝
』
四
一
二
頁
。

危
）
『
感
身
学
正
記
』
嘉
禎
元
年
条
、
『
伝
』
八
頁
。
『
田
』
四
、
『
伝
』

四
一
二
頁
。

（
Ｍ
）
『
感
身
学
正
記
』
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
八
月
八
日
条
。
『
伝
』

一
三
頁
。

（
旧
）
『
関
東
往
還
記
』
裏
書
『
律
系
譜
』
。
『
伝
』
九
九
頁
。

（
船
）
『
感
身
学
正
記
』
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
条
。
『
伝
』
一
三
頁
。

（
Ⅳ
）
『
田
』
二
・
一
四
。
『
田
園
目
録
』
四
一
二
・
四
二
二
頁
。

（
肥
）
『
田
』
四
一
・
『
伝
』
四
一
五
頁
。

（
旧
）
『
田
』
一
九
。
『
伝
』
四
一
三
頁
。

（
別
）
『
感
身
学
正
記
』
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
九
月
四
日
条
。
『
伝
』

三
○
頁
。

（
別
）
叡
尊
『
光
明
真
言
会
願
文
』
文
永
二
年
（
二
六
五
）
九
月
四

日
成
立
。
『
伝
』
一
四
九
頁
。

（
〃
）
『
田
』
四
九
。
『
伝
』
四
一
六
頁
。

（
羽
）
た
と
え
ば
前
掲
註
（
５
）
綾
村
論
文
。
た
だ
し
「
後
半
」
と
い

う
設
定
の
具
体
的
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
別
）
『
田
』
一
五
三
。
『
田
園
目
録
』
四
二
六
頁
。
こ
の
寄
進
が
先
行

説
と
は
異
な
り
後
深
草
院
に
よ
っ
て
正
応
二
年
に
な
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
松
尾
剛
次
氏
か
ら
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（
妬
）
最
勝
王
経
講
讃
は
王
権
か
ら
の
要
求
と
は
無
関
係
に
暦
仁
元
年

（
一
二
三
八
）
な
い
し
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
か
ら
西
大
寺
と
そ

の
末
寺
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
会
を
は
じ
め
た
理
由
は
、

西
大
寺
が
開
創
時
に
『
最
勝
王
経
』
に
も
と
づ
い
た
鎮
護
国
家
仏
事

を
根
本
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
『
感
身
学
正
記
』
当
該
年
条
参
照
。

（
恥
）
『
田
』
二
五
五
。
『
伝
』
四
三
九
頁
。

（
〃
）
『
八
坂
神
社
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
敦
賀
の
津
料
は
正
応
四
年
（
一

二
九
二
を
初
出
と
し
て
祇
園
社
造
営
料
と
さ
れ
、
敦
賀
津
内
野
坂

経
政
所
桝
米
は
、
永
仁
年
間
（
一
二
九
三
～
九
九
）
を
初
出
と
し
て

本
地
垂
迩
勤
行
料
と
さ
れ
て
い
る
。

（
銘
）
『
田
』
一
六
五
。
『
伝
』
四
二
八
頁
。

（
豹
）
『
田
』
二
四
二
。
『
伝
』
四
三
六
頁
。

（
別
）
前
掲
註
（
４
）
追
塩
論
文
。

（
別
）
『
田
』
六
二
。
『
伝
』
四
一
七
。

（
躯
）
『
田
』
六
二
・
七
六
・
七
七
・
二
九
。
『
伝
』
四
一
七
・
四
一

八
・
四
二
二
・

（
銘
）
『
田
』
六
三
・
六
四
。
『
伝
』
四
一
七
頁
。

（
弘
）
澤
博
勝
「
西
大
寺
流
の
組
織
化
と
勢
力
拡
大
ｌ
叡
尊
の
諸
活
動

の
再
検
討
を
中
心
に
Ｉ
」
『
日
本
歴
史
』
五
○
三
、
一
九
九
○
年
。

（
弱
）
叡
尊
は
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
の
北
条
時
頼
へ
の
授
戒
の
際
、

時
頼
の
布
施
の
申
し
出
に
対
し
、
「
受
戒
布
施
事
。
普
雛
口
人
口
。

未
三
曾
見
二
仏
説
一
・
頗
為
二
謬
説
一
」
（
『
関
東
往
還
記
』
五
月
一
四
日
条
。

『
伝
』
七
九
頁
）
と
否
定
し
て
い
る
。

（
記
）
『
田
』
四
一
・
『
伝
』
四
一
五
頁
。

（
師
）
『
感
身
学
正
記
』
仁
治
元
年
三
月
六
日
条
。
『
伝
』
一
五
頁
。

（
銘
）
『
田
』
一
三
七
・
二
五
四
。
『
伝
』
四
二
四
・
四
三
八
。

（
釣
）
一
件
あ
た
り
の
寄
進
地
の
平
均
面
積
は
第
一
期
が
○
・
八
段
、
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（
佃
）
追
塩
千
尋
「
中
世
国
分
寺
の
再
興
と
西
大
寺
流
」
、
大
隅
和
雄

編
『
鎌
倉
時
代
文
化
伝
播
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
、

所
収
。

（
岨
）
『
感
身
学
正
記
』
弘
安
八
年
正
月
条
。
『
伝
』
五
九
頁
。

（
粥
）
『
興
正
菩
薩
御
教
誠
聴
聞
集
』
六
一
・
日
本
思
想
大
系
『
鎌
倉

旧
仏
教
』
岩
波
書
店
、
二
一
五
頁
。
な
お
、
筆
者
は
こ
の
文
言
に
つ

い
て
叡
尊
の
思
想
・
行
動
と
『
浬
藥
経
』
・
『
梵
網
経
』
と
の
関
わ
り

と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
叡
尊
に
お
け
る
僧
尼
国
王
不
拝

論
」
『
文
芸
研
究
』
一
三
五
、
一
九
九
四
年
。

（
“
）
『
関
東
往
還
記
』
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
七
月
二
六
日
条
。

（
妬
）
『
感
身
学
正
記
』
に
は
「
催
「
一
集
本
末
宿
老
一
。
重
令
二
評
定
一
。

告
二
諸
同
法
一
。
叡
尊
不
し
惜
二
身
命
一
。
不
し
求
二
名
聞
一
。
唯
願
二
興
法

利
生
一
・
於
一
一
現
在
当
来
一
・
為
二
興
法
一
為
二
利
生
一
・
何
分
可
し
為
一
一
勝
益
一
。

能
々
可
レ
有
二
評
定
一
之
由
。
触
一
一
衆
中
一
。
而
還
入
二
休
所
一
。
其
後
。

数
尅
評
定
。
暫
随
二
勅
宣
一
云
云
」
（
弘
安
八
年
正
月
条
。
『
伝
』
五
九

（
㈹
）
「
忍
性
書
状
案
」
極
楽
寺
文
書
。
永
仁

月
二
日
。
『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
六
七
八
号
。

（
“
）
『
感
身
学
正
記
』
弘
安
九
年
条
。
『
伝
』
六
二
頁
。

（
卿
）
慈
光
『
西
大
寺
勅
諭
興
正
菩
薩
行
実
年
譜
』
弘
安
八
年
条
。
『
伝
』

一
九
○
頁
。
こ
の
『
行
実
年
譜
』
は
元
禄
年
間
に
慈
光
に
よ
っ
て
編

集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
は
『
感
身
学
正
記
』
と
よ
く
一
致

す
る
だ
け
で
な
く
、
『
感
身
学
正
記
』
に
は
み
ら
れ
な
い
史
料
を
収

載
し
て
い
る
。
内
容
批
判
を
お
こ
な
っ
た
う
え
で
な
ら
ば
、
二
次
史

第
二
期
が
二
・
七
段
、
第
三
期
で
も
四
・
四
段
に
す
ぎ
ず
、
常
円
房

に
よ
る
一
町
五
段
の
寄
進
は
、
第
三
期
の
平
均
の
三
倍
以
上
に
な
る
。

さ
「
忍
性
書
状
案
」
極
楽
寺
文
書
。
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
五

頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

科
と
し
て
利
用
す
べ
き
価
値
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
る
。

（
銘
）
『
西
大
寺
叡
尊
遷
化
之
記
』
正
応
三
年
（
一
二
九
○
）
成
立
。
『
伝
』

二
九
七
頁
。

付
記
①
ｌ
本
稿
成
稿
後
、
松
尾
剛
次
『
救
済
の
思
想
ｌ
叡
尊
教
団

と
鎌
倉
新
仏
教
ｌ
』
（
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

『
西
大
寺
田
園
目
録
』
を
分
析
し
た
本
書
第
二
章
に
お
い
て
、
松
尾

氏
は
、
叡
尊
教
団
の
信
者
層
を
「
農
民
よ
り
も
都
市
的
場
に
暮
し
た

貴
族
・
武
士
・
商
人
・
職
人
」
が
中
心
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
と
あ
わ
せ
て
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

付
記
⑨
ｌ
本
稿
は
平
成
七
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金

（
研
究
課
題
名
「
西
大
寺
叡
尊
を
中
心
と
す
る
中
世
日
本
に
お
け
る

戒
律
思
想
の
研
究
」
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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大寺田園目録』寄進目的・対象
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第一期 持斎僧 聖教
通用

宝
H

明
言

光
真

西室

弥陀 地蔵 舎利

四三

釈迦

三堂

観音

護国院

曼茶羅
法会

耕作

禁止

無縁者

救済
その他

載
し

記
な 計

天福2 1234 1 1

嘉禎元 1235 1 1

嘉禎2 1236 1 1

嘉禎3 1237 0

暦仁元 1238 0

延応元 1239 0

延応2 1240 1 2 3

仁治2 1241 0

仁治3 1242 1 1

寛元元 1243 2 2

寛元2 1244 1 1

寛元3 1245 1 1

寛元4 1246 0

寛元5 1247 2 2

宝治2 1248 3 3

第二期 持斎僧 聖教
通用

三宝
忌日

光明

真言

西室

弥陀 ， 地蔵 舎利

四三

釈迦

三堂

観音

護国院

曼茶羅
法会

耕作

禁止

無縁者

救済
その他

記載

なし
計

建長元 1249 1 1 1 3

建長2 1250 1 1

建長3 1251 1 1 2

建長4 1252 1 1 2

建長5 253 1 1

建長6 254 1 2

建長7 255 1

建長8 256 2 2

正嘉元 257 1 1 2

正嘉2 258 0

正元元 1259 3 1 4

文応元 1260 1 1 2

弘長元 1261 0

弘長2 1262 0

弘長3 1263 1 1 2

文永元 1264 1 1 1 3

文永2 1265 】 1 2

文永3 1266 0

文永4 1267 】 1 2

文永5 1268 2 2 1 3

文永6 269 0

文永7 270 2 2 1 5

文永8 271 1 3 1 1 6

文永9 272 3 1 1 5

文永10 273 2 3 5

文永11 1274 1 4 1 2 2 10

建治元 1275 1 4 5

建治2 1276 3 1 1 2 7

建治3 1277 1 1 1 3

弘安元 1278 1 1 3 3 2 10

弘安2 1279 3 3

弘安3 1280 1 3 2 1 7

弘安4 1281 5 1 1 7

弘安5 1282 3 4 1 8

弘安6 1283 1 3 1 1 6

弘安7 1284 1 4 5

弘安8 1285 3 4 7

弘安9 1286 1 1 2 4

弘安10 1287 5 1 1 7

正応元 1288 2 1 7 1 2 1 1 1 5

第三期 持斎僧 聖教
通用

三宝
忌日

光明

真言

西室

弥陀 地蔵 舎利

四三

釈迦

三堂

観音

護国院

曼茶羅
法会

耕作

禁止

無縁者

救済
その他

記載

なし
計

正舵 2 1289 1 4 1 6

正1t 3 1290 4 1 5

正疏 4 1291 2 6 8

正Kt 5 1292 2 2 1 1 1 2 9

永{‐ 元 1293 1 4 5 1 1 2 1 4

永｛ 2 1294 1 1 3 1 2 2 1 0

永イ 3 1295 1 6 1 6 1 4

氷イ 4 1296 1 1 1 1 1 5

永｛ 5 1297 3 5 1 1 1 0

永｛ 6 1298 1 1 1 1 1 1 1 1 9

計

(％）

6

2．3

1

0.4

28

10．6

4 1

15．5

1 0 1

38．1

4

1 ．3

1

0．4

4

1 ．5

3

1 ．1

3

1 ．1

8

3．0

25

9.4

2

0．8

2

0．8

8

3.0

28

10．6

265



表2． 『西大寺田園目録』郡別寄進地数表

他国の寄進地…山城9 河内6摂津5

和泉・越後・越前・尾張・丹波・筑後・遠江、各1
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添~ト 添上 葛上 葛下 山辺 高市

に和国内

城上 城下 十市 平群 広瀬 宇智 吉野

大和

国外

未
詳

Ｉ
Ｔ
Ｏ

一
言
ロ

天福2 1234 1 1 1 3

嘉禎元 1235 1 1

嘉禎2 1236 1 1

嘉禎3 1237 0

暦｛ 元 1238 0

延1t うじ 1239 0

延舵 2 1240 3 3

仁治2 1241 0

仁治3 1242 1 1

寛元元 1243 1 2 3

寛元2 1244 1 1

寛元3 1245 1 1

寛元4 1246 0

寛元5 1247 1 1 2

宝治2 1248 1 2 3

建長元 1249 5 1 6

建長2 1250 1 1

建長3 1251 1 1 2

建長4 1252 5 2 1 8

建長5 1253 3 3

建長6 1254 3 3

建長7 1255 1 1

建長8 1256 1 1 2

正嘉元 1257 2 2

正嘉2 1258 0

正元元 1259 4 3 7

文応元 1260 1 1

弘長元 1261 0

弘長2 1262 0

弘長3 1263 2 1 3

文永元 1264 3 3

文永2 1265 2

文永3 1266 0

文永4 1267 1 1

文永5 1268 1 1 3 1 6

文永6 1269 0

文永7 1270 1 1 1 3

文永8 1271 4 1 1 1 7

文永9 1272 1 3 1 1 6

文永10 1273 1 1 1 2 1 6

文永11 1274 5 1 3 1 1 5 17

建治元 1275 3 1 1 5

建治2 1276 4 1 2 7

建治3 1277 1 1 1 1 4

弘安元 1278 3 1 2 1 4 1 1 2

弘安2 1279 2 1 1 4

弘安3 1280 8 3 1 1

弘安4 1281 1 3 1 2 1 8

弘安5 1282 5 3 1 9

弘安6 1283 3 1 6 1 1 2 4 28

弘安7 1284 2 1 1 1 5

弘安8 1285 4 1 1 7

弘安9 1286 1 1 1 2 5

弘多 10 1287 4 1 1 1 1 8

正尻 元 1288 1 5 5 1 2 23

正Li 2 1289 2 1 1 5 9

正、 3 12” 3 4 1 1 9

正腕 4 1291 1 2 1 3 7

正ﾙt 5 1292 4 1 7 2 2 1 4 21

元 1293 9 2 3 1 16

2 1294 7 2 1 1 0

永｛ 3 1295 3 7 2 7 3 2 1 2 1 28

永｛ 4 1296 2 1 2 I 6

5 1297 5 1 2 1 2 1 2 1 4

6 1298 31 3 2 1 37

計

(％）

172

42．8

58

14．4

3

0．7

14

3．5

16

4．0

20

5.0

6

1．5

23

5．7

16

4．0

17

4．2

15

3．7

1

0.2

3

0．7

27

6．7

7

1．7

401
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